
さいたま市地球温暖化対策地域協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１

７号）第４０条第１項の規定に基づき組織し、さいたま市地球温暖化対策地

域協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、「さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に基

づき、市民、事業者及び市等の協働の下に、さいたま市域の温室効果ガス排

出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議し、具体的に対策を実践

することにより、地域における地球温暖化対策の推進を図ることを目的とす

る。 

 

（活動内容） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

 (1)  日常生活に関する温室効果ガス排出の抑制等を効果的に推進する対策

の企画及び実践に関すること。 

 (2)  地球温暖化対策の推進に必要な情報の提供及び交換並びに環境学習の

推進に関すること。 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事

項に関すること。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、第２条の目的に賛同する事業者、事業者団体、市民団体、

埼玉県地球温暖化防止活動推進センター及び市の代表者、市民、学識経験者、

地球温暖化防止活動推進員その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動

を行う者からなる会員をもって組織する。 

 

 （種別） 

第５条 本会の会員は、次のとおりとする。 

 （1） 本会員 本会の目的に賛同して入会し、全体会議の委員（以下「委員」

という。）として協議会の統括と進行管理を行うとともに、運営委員会及

びワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）の活動に参加し、事業の

検討や実施を行う個人、事業者又は団体 

 （2） 活動会員 本会の目的に賛同して入会し、運営委員会及びＷＧに所属

することで事業の検討や実施を行う個人、事業者又は団体 

（3） サポーター会員 本会の目的に賛同して入会し、本会が行う事業活動



 

     を応援する個人、事業者又は団体 

(一部改正〔令和元年規約〕) 

 

 （入会） 

第６条 活動会員になろうとするものは、会員の推薦を受け会長に申し込むも

のとする。また、本会員になろうとするものは、全体会議による承認を要す

るものとする。 

 

 （退会） 

第７条 会員は、任意に退会することができる。 

 

（役員） 

第８条 協議会に次の役員を置き、委員の互選により定める。 

(1)  会長  １名 

 (2)  副会長 １名 

 (3)  監事  ２名 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 監事は、協議会の会計事務を監査する。 

５ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 役員が欠けた場合において、新たに就任した役員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

７ 役員は、任期終了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 

 （全体会議） 

第９条 協議会の中に全体会議を設置するものとする。全体会議は委員によっ

て構成され、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 全体会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 全体会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合

は、会長の決するところによる。 

４ やむを得ない理由により全体会議に出席できない委員は、あらかじめ通知

された事項について、書面をもって表決し、又は代理人を指名して、表決を

委任することができる。 

 

 （全体会議の議決事項） 

第１０条 全体会議は、次に掲げる事項について議決する。 

(1) 規約の制定又は改廃に関すること。 

(2) 予算及び決算に関すること。 



 

(3) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(4) 運営委員会の設置及び廃止に関すること。 

(5) 本会員の承認及び委員の変更に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関すること。 

(一部改正〔令和元年規約〕) 

 

 （運営委員会） 

第１１条 協議会の事業を円滑に実施するために、運営委員会を置くことがで

きる。 

２ 運営委員会は、本会員及び活動会員（以下これらを「運営委員会メンバー」

という。）をもって組織する。 

３ 運営委員会に代表１名及び副代表に数名程度を置き、運営委員会メンバー

の互選により定める。 

４ 前各項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 

(一部改正〔令和３年規約〕) 

 

（ＷＧ） 

第１２条 特定の事業等に対し、運営委員会が必要と判断した場合、ＷＧを置

くことができる。 

２ ＷＧは、運営委員会メンバーの一部をもって組織する。 

３ ＷＧに代表１名を置き、ＷＧメンバーの互選により定める。 

(一部改正〔令和元年規約〕) 

 

（関係者の意見聴取等） 

第１３条 協議会は、活動のため必要があると認めるときは、関係者に対し、

出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供を求めることができ

る。 

 

 （報酬） 

第１４条 会員は、無報酬とする。 

  

 （会計） 

第１５条 協議会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

３ この規定に定めるもののほか、必要な事項は、経理規程に定める。 

 

 

 



 

 （事務局） 

第１６条 協議会の事務局は、さいたま市環境局環境共生部脱炭素社会推進課

に置く。ただし、共同事務局を置くことができる。 

(一部改正〔平成 21 年規約〕) 

(一部改正〔平成 22 年規約〕) 

(一部改正〔平成 29 年規約〕) 

(一部改正〔令和 5 年規約〕) 

 

 

（その他） 

第１７条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

全体会議の議決を経て会長が定める。 

 

   附 則 

 この規約は、平成１８年１１月８日から施行する。 

 

   附 則(一部改正〔平成２１年４月３０日規約〕) 

 この規約は、平成２１年４月３０日から施行する。 

 

   附 則(一部改正〔平成２２年５月８日規約〕) 

 この規約は、平成２２年５月８日から施行する。 

  

附 則(一部改正〔平成２５年３月２９日規約〕) 

 この規約は、平成２５年３月２９日から施行する。 

 

附 則(一部改正〔平成２９年５月１２日規約〕) 

 この規約は、平成２９年５月１２日から施行する。 

  

附 則(一部改正〔令和元年６月５日規約〕) 

 この規約は、令和元年６月５日から施行する。 

 
附 則(一部改正〔令和３年４月３０日規約〕) 

 この規約は、令和３年４月３０日から施行する。 

 
附 則(一部改正〔令和５年４月１２日規約〕) 

 この規約は、令和５年４月１２日から施行する。 

 
 


